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流山市の高度地区（建築物の高さの最高限度）

 

 

 

 

 

 

【第一種高度地区（１２ｍ）】 【第一種高度地区（１５ｍ）】

【第一種高度地区（２０ｍ）】 【第一種高度地区（３１ｍ）】

【第二種高度地区（１２ｍ）】 【第二種高度地区（２０ｍ）】

【第二種高度地区（３１ｍ）】 【第三種高度地区（２０ｍ）】

H28.8.30    変更

 

真北

 

真北

H30.12.10  修正


